
5歳以下

6～64歳以下

65歳以上

年齢不明

計

設置は義務です取り付けましたか？

平成２３年６月１日から全ての住宅で住宅用火災警報器の設置

が義務化されています

5歳以下

6～64歳以下

65歳以上

年齢不明

全国でも住宅火災により多くの方が犠牲

になっています。

住宅火災による死者（放火自殺者等を

除く）869人のうち、約７割が65歳以上の

高齢者（646人）となっています。また、死

者の発生原因の半数以上が逃げ

遅れによるものです。
総務省消防庁「平成29年年齢層別及び住宅

火災による死者数（放火自殺者等を除く）」

総務省消防庁（平成27～29年） 住宅用火災警報器の効果

「まさか！」の火事。住宅用火災警報器で助かる命があります。

火事は決して他人事ではなく、どこの家庭でも起こりうることです。万が一の時でも、火災警

報器があれば、家族はもとより、近所の方にもいち早く火災を知らせてくれます。

住宅用火災警報器を取り付ける場所は？
◎取り付けなければいけない場所

義 務

・寝室

・寝室が２,３階にある場合は

階段の天井

○取り付けることが望ましい場所

推 奨

・台所、居室



火災予防全般に関するお問い合わせ先　福島県消防保安課 (024-521-7190)

住宅用火災警報器の設置、点検などに関するお問い合わせは、お近くの消防本部または消防署にお

願いします。

福島市消防本部 予防課 024-534-9103 白河消防本部 予防課 0248-22-2170

いわき市消防本部 予防課 0246-24-3941 喜多方消防本部 消防課 0241-22-6213

伊達消防本部 予防課 024-575-0181 会津若松消防本部 予防課 0242-59-1403

安達消防本部 警防課 0243-24-1577 南会津消防本部 予防課 0241-63-3117

郡山消防本部 予防課 024-923-8172 相馬消防本部 予防課 0244-22-4165

須賀川消防本部 予防課 0248-76-3114 双葉消防本部 消防課 0240-25-8523

住宅用火災警報器は、１０年を目安に交換をおすすめします！

住宅用火災警報器を設置したときに

記入した「設置年月」、または、本

体に記載されている「製造年」を確

認してください。

※１０年経っていなくても、故障な

どの場合は交換が必要です。上記の

手順で、作動確認をしてください。

設置時期を調べる
には？

ボタンを押す

しーん

・・・

電池がきちんとセットされてい
るか、ご確認ください。それで
も鳴らない場合は「電池切れ」
か「機器の故障」ですので、機
器を交換しましょう。

音が鳴らない場合ひもを引く

または

正常を知らせるメッセージ
または火災警報音が鳴りま
す。毎月確認しましょう。

ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をします

ピピ、

ピーピーピー

ピーピーピー

火事です

よし！

正常な場合

住宅用火災警報器が設置済みのお宅では
定期的に住宅用火災警報器の
作動確認をし、実際に音を聞きましょう

とりカエルくん （（一社）日本火災報知機工業会キャラクター）

消太

（総務省消防庁キャラクター）


